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(57)【要約】
【課題】表層血管のコントラストを高いレベルで維持し
つつ、内視鏡診断に応え得る十分な光量を得る内視鏡用
光源装置、およびこれを用いた内視鏡システムを提供す
る。
【解決手段】青色半導体光源３５は、青色ＬＥＤ４３を
有し、ピーク波長４５５ｎｍの青色光ＬＢを発光する。
青色半導体光源３５の前面には、ロングカットフィルタ
（ＬＣＦ）４８が設けられている。ＬＣＦ４８は、青色
半導体光源３５が発するピーク波長４５５ｎｍの青色光
ＬＢのうち、ピーク波長４５５ｎｍ以上の長波長成分を
カットして、ロングカット青色光ＬＢｌｃを生成する。
ロングカット青色光ＬＢｌｃは、青色光ＬＢのうち、表
層血管のコントラスト向上の邪魔になる４５０ｎｍ以上
の波長帯域の光成分の大部分がカットされ、かつ青色光
ＬＢのピーク波長４５５ｎｍの光成分が含まれた、内視
鏡診断に応え得る程度の比較的大きい光量の光である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡のライトガイドに照明光を供給する内視鏡用光源装置において、
　ピーク波長が４５０ｎｍ以上の青色の波長帯域の青色光を発する青色発光ダイオードを
有する青色半導体光源と、
　前記青色光の光路上に設けられ、前記青色光のうち、前記ピーク波長以上の長波長成分
の少なくとも一部をカットするロングカットフィルタとを備えることを特徴とする内視鏡
用光源装置。
【請求項２】
　前記ロングカットフィルタは、前記ピーク波長以上の波長帯域における所定波長以上の
長波長成分をカットすることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項３】
　前記所定波長は、前記ピーク波長であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡用光
源装置。
【請求項４】
　前記所定波長は、前記青色光の半値幅を示す波長の長波長側の波長以下であることを特
徴とする請求項２または３に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項５】
　前記ロングカットフィルタのカット機能を有効化して、生体組織の粘膜表層に存在する
表層血管を強調して観察する表層血管強調観察モードと、
　前記カット機能を無効化して、観察部位を観察する通常観察モードとを切り替えるモー
ド切替部を備えることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の内視鏡用光
源装置。
【請求項６】
　前記モード切替部は、前記青色光の光路上に配置するセット位置と、前記青色光の光路
上から退避させる退避位置との間で、前記ロングカットフィルタを移動させるロングカッ
トフィルタ移動機構と、
　モード切替を指示するための操作部材からの指示信号に応じて、前記ロングカットフィ
ルタ移動機構の駆動を制御する制御部とを有することを特徴とする請求項５に記載の内視
鏡用光源装置。
【請求項７】
　緑色の波長帯域の緑色光を発する緑色半導体光源と、
　赤色の波長帯域の赤色光を発する赤色半導体光源と、
　前記緑色半導体光源、前記赤色半導体光源、および前記青色半導体光源が発する各色光
の光路を統合する光路統合部とを備えることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１
項に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項８】
　生体組織の粘膜表層に存在する表層血管のうちの粘膜表層により近い近表層血管を強調
して観察するための紫色の波長帯域の紫色光を発する紫色半導体光源を備えることを特徴
とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項９】
　照明光を導光するライトガイドを有する内視鏡と、
　前記ライトガイドに前記照明光を供給する内視鏡用光源装置とを備える内視鏡システム
において、
　前記内視鏡用光源装置は、
　ピーク波長が４５０ｎｍ以上の青色の波長帯域の青色光を発する青色発光ダイオードを
有する青色半導体光源と、
　前記青色光の光路上に設けられ、前記青色光のうち、前記ピーク波長以上の長波長成分
の少なくとも一部をカットするロングカットフィルタとを有することを特徴とする内視鏡
システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に照明光を供給する内視鏡用光源装置、およびこれを用いた内視鏡シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、内視鏡システムを用いた内視鏡診断が普及している。内視鏡システ
ムは、内視鏡と、内視鏡に照明光を供給するための内視鏡用光源装置（以下、単に光源装
置という）と、内視鏡が出力する画像信号を処理するプロセッサ装置とを備えている。内
視鏡は生体内に挿入される挿入部を有する。挿入部の先端には、観察部位（被写体）に照
明光を照射する照明窓と、観察部位を撮影するための観察窓が配されている。内視鏡には
、光ファイバをバンドル化したファイババンドルからなるライトガイドが内蔵されている
。ライトガイドは、光源装置から供給された照明光を照明窓に導光する。観察窓の奥には
ＣＣＤ等の撮像素子が配されている。照明光が照射された観察部位は撮像素子で撮像され
、撮像素子が出力する画像信号に基づいてプロセッサ装置で観察画像が生成される。観察
画像がモニタに表示されることで、生体内の観察が行われる。
【０００３】
　近年の内視鏡診断においては、白色光のもとで生体組織の表面の全体的な性状を把握す
る従来の観察に対して、特定の波長帯域に制限された特殊光（狭帯域光）を用いた観察も
盛んに行われている。特殊光を用いた観察には各種のものがあるが、波長によって生体組
織内への光の深達度が異なるという光学特性を利用して、粘膜表層に存在する表層血管を
強調して表示する血管強調観察が知られている（特許文献１参照）。生体組織に発生する
癌等の異常組織においては血管の状態が正常組織と異なるため、血管強調観察は早期癌の
発見等に有用性が認められている。
【０００４】
　特許文献１には、特殊光の光源として、半値幅で波長４５０ｎｍ～４８０ｎｍ程度、ピ
ーク波長４６５ｎｍ～４７０ｎｍ程度の狭帯域な青色光を発する青色発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ；Light Emitting Diode）を用いた青色半導体光源と、半値幅で波長５２０ｎｍ～５
６０ｎｍ程度、ピーク波長５３０ｎｍ～５３５ｎｍ程度の狭帯域な緑色光を発する緑色Ｌ
ＥＤを用いた緑色半導体光源が記載されている。これら各ＬＥＤを点灯させて青色光と緑
色光を同時に観察部位に照射し、その反射光を撮像素子で撮像することで、表層血管を強
調した観察画像を得ている。
【０００５】
　特許文献１の［００６７］には、光量の観点から、ＬＥＤが発する光の波長帯域の幅は
１０ｎｍ以上とすることが好ましいとの記載がある。さらに、特許文献１の［００６８］
には、観察目的とする層からの情報を選択的に抽出するために、ＬＥＤが発する光の波長
帯域を、所望の波長でしかも幅を狭くすることが肝要であることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２９７２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、図２４に実線と２点鎖線で示すように、表層血管と粘膜の反射スペクトルに
は、４５０ｎｍを下回る波長帯域では比較的差が大きく、４５０ｎｍ以上の波長帯域では
比較的差が小さいという関係がある。この関係より、表層血管を観察対象とする場合は、
４５０ｎｍ以上の波長帯域の光成分は少ないほうが、表層血管と粘膜との違いが明確に弁
別された高コントラストな観察画像を得ることができるのでよいことが分かる。
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【０００８】
　一方で、内視鏡診断においては、暗所である生体内を照射するために、光源には比較的
大きい光量の光を発するものが求められる。
【０００９】
　現在市販されている青色ＬＥＤで、内視鏡診断に応え得る程度の比較的大きい光量の光
を発するものは、ピーク波長が４５０ｎｍ以上のものがほとんどである。特許文献１に記
載の青色ＬＥＤも、ピーク波長４６５ｎｍ～４７０ｎｍ程度であるため例外ではない。
【００１０】
　こうした大光量の青色ＬＥＤが発する光には、観察画像上の表層血管のコントラストを
悪化させる４５０ｎｍ以上の波長帯域の光成分が含まれてしまっている。この表層血管の
コントラストを悪化させる光成分を単純にカットすれば、表層血管のコントラストを向上
させることはできる。しかしながら、そうするとピーク波長の光成分もカットされてしま
うため、光量損失が大きくなり内視鏡診断に応え得る光量が得られなくなるおそれがある
。そこで、表層血管のコントラストを高いレベルで維持しつつ、内視鏡診断に応え得る十
分な光量を得るための解決策が待望されていた。
【００１１】
　特許文献１には、光量の観点から、ＬＥＤが発する光の波長帯域の幅は１０ｎｍ以上と
すること、観察目的とする層からの情報を選択的に抽出するために、ＬＥＤが発する光の
波長帯域を、所望の波長でしかも幅を狭くすることは記載されているが、上記の表層血管
のコントラスト向上と十分な光量の確保を両立させるという課題は記載されておらず、そ
の具体的な解決策も一切記載されていない。
【００１２】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、生体組織の粘膜表層に存在する表層血管
を強調して観察する表層血管強調観察において、表層血管のコントラストを高いレベルで
維持しつつ、内視鏡診断に応え得る十分な光量を得ることができる内視鏡用光源装置、お
よびこれを用いた内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の内視鏡用光源装置は、内視鏡のライトガイドに照
明光を供給する内視鏡用光源装置において、ピーク波長が４５０ｎｍ以上の青色の波長帯
域の青色光を発する青色発光ダイオードを有する青色半導体光源と、青色光の光路上に設
けられ、青色光のうち、ピーク波長以上の長波長成分の少なくとも一部をカットするロン
グカットフィルタとを備えている。
【００１４】
　ロングカットフィルタは、ピーク波長以上の波長帯域における所定波長以上の長波長成
分をカットすることが好ましい。所定波長は、例えばピーク波長である。また、所定波長
は、例えば、青色光の半値幅を示す波長の長波長側の波長以下である。
【００１５】
　ロングカットフィルタのカット機能を有効化して、生体組織の粘膜表層に存在する表層
血管を強調して観察する表層血管強調観察モードと、カット機能を無効化して、観察部位
を観察する通常観察モードとを切り替えるモード切替部を備えることが好ましい。モード
切替部は、例えば、青色光の光路上に配置するセット位置と、青色光の光路上から退避さ
せる退避位置との間で、ロングカットフィルタを移動させるロングカットフィルタ移動機
構と、モード切替を指示するための操作部材からの指示信号に応じて、ロングカットフィ
ルタ移動機構の駆動を制御する制御部とを有する。
【００１６】
　緑色の波長帯域の緑色光を発する緑色半導体光源と、赤色の波長帯域の赤色光を発する
赤色半導体光源と、緑色半導体光源、赤色半導体光源、および青色半導体光源が発する各
色光の光路を統合する光路統合部とを備えることが好ましい。
【００１７】
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　生体組織の粘膜表層に存在する表層血管のうちの粘膜表層により近い近表層血管を強調
して観察するための紫色の波長帯域の紫色光を発する紫色半導体光源を備えていてもよい
。
【００１８】
　また、本発明の内視鏡システムは、照明光を導光するライトガイドを有する内視鏡と、
ライトガイドに照明光を供給する内視鏡用光源装置とを備える内視鏡システムにおいて、
内視鏡用光源装置は、ピーク波長が４５０ｎｍ以上の青色の波長帯域の青色光を発する青
色発光ダイオードを有する青色半導体光源と、青色光の光路上に設けられ、青色光のうち
、ピーク波長以上の長波長成分の少なくとも一部をカットするロングカットフィルタとを
有している。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、青色半導体光源の青色発光ダイオードが発する、ピーク波長が４５０
ｎｍ以上の青色の波長帯域の青色光のうち、ピーク波長以上の長波長成分の少なくとも一
部をカットするロングカットフィルタを備えるので、生体組織の粘膜表層に存在する表層
血管を強調して観察する表層血管強調観察において、表層血管のコントラストを高いレベ
ルで維持しつつ、内視鏡診断に応え得る十分な光量を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の内視鏡システムの外観図である。
【図２】内視鏡の先端部の正面図である。
【図３】内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】青色半導体光源を示す図である。
【図５】青色半導体光源が発する青色光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図６】緑色半導体光源が発する緑色光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図７】赤色半導体光源が発する赤色光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図８】ロングカットフィルタの透過特性を示すグラフである。
【図９】ロングカット青色光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図１０】ロングカット青色光、緑色光、赤色光により構成される照明光の発光スペクト
ルを示すグラフである。
【図１１】撮像素子のマイクロカラーフィルタの分光特性を示すグラフである。
【図１２】照明光の照射タイミングおよび撮像素子の動作タイミングを示す説明図である
。
【図１３】各半導体光源の配置と光路統合部の詳細構成を示す図である。
【図１４】緑色光と赤色光の光路を統合するダイクロイックミラーのダイクロイックフィ
ルタの透過特性を示すグラフである。
【図１５】青色光、緑色光、赤色光の光路を統合するダイクロイックミラーのダイクロイ
ックフィルタの透過特性を示すグラフである。
【図１６】モード切替部を設けた第２実施形態の光源装置を示す図である。
【図１７】青色光、緑色光、赤色光により構成される照明光の発光スペクトルを示すグラ
フである。
【図１８】紫色半導体光源を設けた第３実施形態の光源装置を示す図である。
【図１９】紫色半導体光源が発する紫色光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図２０】ロングカット青色光、緑色光、赤色光、紫色光により構成される照明光の発光
スペクトルを示すグラフである。
【図２１】青色光、紫色光の光路を統合するダイクロイックミラーのダイクロイックフィ
ルタの透過特性を示すグラフである。
【図２２】生体組織の散乱係数を示すグラフである。
【図２３】近表層血管の強調観察における照明光の照射タイミングおよび撮像素子の動作
タイミングを示す説明図である。
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【図２４】表層血管と粘膜の反射スペクトルを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
[第１実施形態]
　図１において、内視鏡システム１０は、生体内の観察部位を撮像する内視鏡１１と、撮
像により得られた画像信号に基づいて観察部位の観察画像を生成するプロセッサ装置１２
と、観察部位を照射する照明光を内視鏡１１に供給する光源装置１３と、観察画像を表示
するモニタ１４とを備えている。プロセッサ装置１２には、キーボードやマウス等の操作
入力部１５が接続されている。
【００２２】
　内視鏡１１は、生体の消化管内に挿入される挿入部１６と、挿入部１６の基端部分に設
けられた操作部１７と、内視鏡１１とプロセッサ装置１２および光源装置１３を連結する
ユニバーサルコード１８とを備えている。
【００２３】
　挿入部１６は、先端から順に連設された、先端部１９、湾曲部２０、可撓管部２１で構
成される。図２に示すように、先端部１９の先端面には、観察部位に照明光を照射する照
明窓２２、観察部位の像を取り込むための観察窓２３、観察窓２３を洗浄するために送気
・送水を行う送気・送水ノズル２４、鉗子や電気メスといった処置具を突出させて各種処
置を行うための鉗子出口２５が設けられている。観察窓２３の奥には、撮像素子５６や結
像用の対物光学系６０（ともに図３参照）が内蔵されている。
【００２４】
　湾曲部２０は、連結された複数の湾曲駒からなり、操作部１７のアングルノブ２６を操
作することにより、上下左右方向に湾曲動作する。湾曲部２０が湾曲することにより、先
端部１９の向きが所望の方向に向けられる。可撓管部２１は、食道や腸等曲がりくねった
管道に挿入できるように可撓性を有している。挿入部１６には、撮像素子５６を駆動する
駆動信号や撮像素子５６が出力する画像信号を通信する通信ケーブル、光源装置１３から
供給される照明光を照明窓２２に導光するライトガイド５５（図３参照）等が挿通されて
いる。
【００２５】
　操作部１７には、アンブルノブ２６の他、処置具を挿入するための鉗子口２７、送気・
送水ノズル２４から送気・送水を行う際に操作される送気・送水ボタン２８、静止画像を
撮影するためのレリーズボタン（図示せず）等が設けられている。
【００２６】
　ユニバーサルコード１８には、挿入部１６から延設される通信ケーブルやライトガイド
５５が挿通されており、プロセッサ装置１２および光源装置１３側の一端には、コネクタ
２９が取り付けられている。コネクタ２９は、通信用コネクタ２９ａと光源用コネクタ２
９ｂからなる複合タイプのコネクタである。通信用コネクタ２９ａと光源用コネクタ２９
ｂはそれぞれ、プロセッサ装置１２と光源装置１３に着脱自在に接続される。通信用コネ
クタ２９ａには通信ケーブルの一端が配設されており、光源用コネクタ２９ｂにはライト
ガイド５５の入射端５５ａ（図３参照）が配設されている。
【００２７】
　図３において、光源装置１３は、青色、緑色、赤色の３つの半導体光源３５、３６、３
７で構成される光源部４０と、各半導体光源３５～３７の各色光の光路を統合する光路統
合部４１と、各半導体光源３５～３７の駆動を制御する光源制御部４２とを備えている。
【００２８】
　各半導体光源３５～３７は、発光素子として、青色の波長帯域の光を発する青色ＬＥＤ
４３、緑色の波長帯域の光を発する緑色ＬＥＤ４４、赤色の波長帯域の光を発する赤色Ｌ
ＥＤ４５をそれぞれ有している。各ＬＥＤ４３～４５は、周知のようにＰ型半導体とＮ型
半導体を接合したものである。そして、電圧を掛けるとＰＮ接合部付近においてバンドギ
ャップを超えて電子と正孔が再結合して電流が流れ、再結合時にバンドギャップに相当す
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るエネルギーを光として放出する。各ＬＥＤ４３～４５は、供給電力の値を増加させると
、発する光の光量が増加する。
【００２９】
　図４に示すように、青色半導体光源３５は、青色ＬＥＤ４３が実装される基板３５ａと
、基板３５ａ上に形成され、青色ＬＥＤ４３を収容するキャビティが形成されたモールド
３５ｂと、キャビティに封入された樹脂３５ｃとで構成される。キャビティの内面は光を
反射するリフレクタとして機能する。樹脂３５ｃには光を拡散する拡散材が分散されてい
る。青色ＬＥＤ４３は配線３５ｄによって基板３５ａと導通可能に接続される。このよう
な青色半導体光源３５の実装形態は、一般的に表面実装型と呼ばれる。なお、各半導体光
源３５～３７は基本的に同じ構成であるため、青色半導体光源３５を例として挙げて説明
し、緑色、赤色半導体光源３６、３７の説明は省略する。
【００３０】
　図５に示すように、青色半導体光源３５は、例えば青色の波長帯域である４４０ｎｍ～
４７０ｎｍ付近の波長成分を有し、中心波長４５５±１０ｎｍ、ピーク波長４５５ｎｍの
青色光ＬＢを発光する。また、図６に示すように、緑色半導体光源３６は、例えば緑色の
波長帯域である５００ｎｍ～６００ｎｍ付近の波長成分を有し、中心波長５２０±１０ｎ
ｍ、ピーク波長５２０ｎｍの緑色光ＬＧを発光する。さらに図７に示すように、赤色半導
体光源３７は、例えば赤色の波長帯域である６１５ｎｍ～６３５ｎｍ付近の波長成分を有
し、中心波長６２０±１０ｎｍ、ピーク波長６２５ｎｍの赤色光ＬＲを発光する。なお、
中心波長は各色光の発光スペクトルの幅の中心の波長を示し、ピーク波長は各色光の発光
スペクトルの山型の頂点の波長を示す。
【００３１】
　図３において、青色半導体光源３５の前面には、ロングカットフィルタ（以下、ＬＣＦ
と略す）４８が設けられている。ＬＣＦ４８は、青色半導体光源３５が発するピーク波長
４５５ｎｍの青色光ＬＢのうち、ピーク波長４５５ｎｍ（所定波長に相当）以上の長波長
成分をカットする。より具体的には、図８に示すように、ＬＣＦ４８は、ピーク波長４５
５ｎｍ以上の緑色、赤色の波長帯域の光を反射し、それ未満の青色の波長帯域の光を透過
する特性を有している。
【００３２】
　ＬＣＦ４８によって、青色光ＬＢは、図９に示すロングカット青色光ＬＢｌｃとなる。
ロングカット青色光ＬＢｌｃは、青色光ＬＢのうち、図２４を用いて説明した、表層血管
のコントラスト向上の邪魔になる４５０ｎｍ以上の波長帯域の光成分の大部分がカットさ
れ、かつ青色光ＬＢのピーク波長４５５ｎｍの光成分が含まれた、内視鏡診断に応え得る
程度の比較的大きい光量の光である。光路統合部４１には、このロングカット青色光ＬＢ
ｌｃが入射する。
【００３３】
　各ＬＥＤ４３～４５には、ドライバ５０、５１、５２がそれぞれ接続されている。光源
制御部４２は、これら各ドライバ５０～５２を介して、各ＬＥＤ４３～４５の点灯、消灯
および光量の制御を行う。光量の制御は、プロセッサ装置１２から受信する露出制御信号
に基づいて、各ＬＥＤ４３～４５に供給する電力を変更することで行う。
【００３４】
　各ドライバ５０～５２は、光源制御部４２の制御の下、各ＬＥＤ４３～４５に駆動電流
を連続的に与えることで各ＬＥＤ４３～４５を点灯させる。そして、プロセッサ装置１２
から受信した露出制御信号に応じて、与える駆動電流値を変化させることにより各ＬＥＤ
４３～４５への供給電力を変更し、青色光ＬＢ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの光量をそれぞ
れ制御する。なお、駆動電流を連続的に与えるのではなくパルス状に与え、駆動電流パル
スの振幅を変化させるＰＡＭ（Pulse Amplitude Modulation）制御や、駆動電流パルスの
デューティ比を変化させるＰＷＭ（Pulse Width Modulation）制御を行ってもよい。
【００３５】
　光路統合部４１は、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの光路を１
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つの光路に統合する。光路統合部４１の光出射部は、光源用コネクタ２９ｂが接続される
レセプタクルコネクタ５４の近傍に配置されている。光路統合部４１は、各半導体光源３
５～３７から入射された光を、内視鏡１１のライトガイド５５の入射端５５ａに出射する
。なお、図示は省略するが、光源用コネクタ２９ｂとレセプタクルコネクタ５４にはそれ
ぞれ保護ガラスが設けられている。
【００３６】
　光路統合部４１で統合されたロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの
混合光の発光スペクトルを図１０に示す。この混合光は照明光ＬＷ１として利用される。
なお、図１０に示す照明光ＬＷ１の発光スペクトルは一例であり、所望の観察画像の色味
等に応じて目標とする照明光ＬＷ１の発光スペクトルを様々に変更してもよい。具体的に
は、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの光量の割合（各ＬＥＤ４３
～４５の駆動電流値の割合）を変更し、目標とする発光スペクトルの照明光ＬＷ１を生成
する。
【００３７】
　図１０に示す照明光ＬＷ１は、キセノン光源と同等の演色性を維持するために、発光ス
ペクトルには光強度成分がない離散的な波長帯域を生じさせない工夫が施してある。
【００３８】
　光源制御部４２は、目標とする発光スペクトルを維持しつつ、照明光の露出制御を行う
。照明光を構成する各色光の光量の割合が変わると、照明光の発光スペクトルが変化して
観察画像の色味が変わってしまう。このため光源制御部４２は、各色光の光量の割合が一
定となるよう、各ドライバ５０～５２を通じて各ＬＥＤ４３～４５に与える駆動電流値を
独立に変化させ、各色光の光量を増減させる。
【００３９】
　内視鏡１１は、ライトガイド５５、撮像素子５６、アナログ処理回路５７（ＡＦＥ：An
alog Front End）、および撮像制御部５８を備えている。ライトガイド５５は、複数本の
光ファイバをバンドル化したファイババンドルである。光源用コネクタ２９ｂが光源装置
１３に接続されたときに、光源用コネクタ２９ｂに配置されたライトガイド５５の入射端
５５ａが光路統合部４１の光出射部と対向する。先端部１９に位置するライトガイド５５
の出射端は、２つの照明窓２２に光が導光されるように、照明窓２２の前段で２本に分岐
している。
【００４０】
　照明窓２２の奥には、照射レンズ５９が配置されている。光源装置１３から供給された
照明光は、ライトガイド５５により照射レンズ５９に導光されて照明窓２２から観察部位
に向けて照射される。照射レンズ５９は凹レンズからなり、ライトガイド５５から出射す
る光の発散角を広げる。これにより、観察部位の広い範囲に照明光を照射することができ
る。
【００４１】
　観察窓２３の奥には、対物光学系６０と撮像素子５６が配置されている。観察部位の像
は、観察窓２３を通して対物光学系６０に入射し、対物光学系６０によって撮像素子５６
の撮像面５６ａに結像される。
【００４２】
　撮像素子５６は、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサ等からなり、その撮
像面５６ａには、フォトダイオード等の画素を構成する複数の光電変換素子がマトリック
ス状に配列されている。撮像素子５６は、撮像面５６ａで受光した光を光電変換して、各
画素においてそれぞれの受光量に応じた信号電荷を蓄積する。信号電荷はアンプによって
電圧信号に変換されて読み出される。電圧信号は画像信号として撮像素子５６からＡＦＥ
５７に出力される。
【００４３】
　ＡＦＥ５７は、相関二重サンプリング回路、自動ゲイン制御回路、およびアナログ／デ
ジタル変換器（いずれも図示省略）で構成されている。相関二重サンプリング回路は、撮
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像素子５６からのアナログの画像信号に対して相関二重サンプリング処理を施し、信号電
荷のリセットに起因するノイズを除去する。自動ゲイン制御回路は、相関二重サンプリン
グ回路によりノイズが除去された画像信号を増幅する。アナログ／デジタル変換器は、自
動ゲイン制御回路で増幅された画像信号を、所定のビット数に応じた階調値を持つデジタ
ルな画像信号に変換してプロセッサ装置１２に入力する。
【００４４】
　撮像制御部５８は、プロセッサ装置１２内のコントローラ６５に接続されており、コン
トローラ６５から入力される基準クロック信号に同期して、撮像素子５６に対して駆動信
号を入力する。撮像素子５６は、撮像制御部５８からの駆動信号に基づいて、所定のフレ
ームレートで画像信号をＡＦＥ５７に出力する。
【００４５】
　撮像素子５６は、カラー撮像素子であり、撮像面５６ａには、図１１に示すような分光
特性を有するＢ、Ｇ、Ｒの３色のマイクロカラーフィルタが設けられ、各マイクロカラー
フィルタが各画素に割り当てられている。マイクロカラーフィルタの配列は例えばベイヤ
ー配列である。
【００４６】
　Ｂフィルタが割り当てられたＢ画素は約３８０ｎｍ～５６０ｎｍの波長帯域の光に感応
し、Ｇフィルタが割り当てられたＧ画素は約４５０ｎｍ～６３０ｎｍの波長帯域の光に感
応する。また、Ｒフィルタが割り当てられたＲ画素は約５８０ｎｍ～８００ｎｍの波長帯
域の光に感応する。照明光ＬＷ１を構成するロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、
赤色光ＬＲは、ロングカット青色光ＬＢｌｃに対応する反射光が主としてＢ画素、緑色光
ＬＧに対応する反射光が主としてＧ画素、赤色光ＬＲに対応する反射光が主としてＲ画素
でそれぞれ受光される。
【００４７】
　図１２に示すように、撮像素子５６は、１フレームの取得期間内で、画素に信号電荷を
蓄積する蓄積動作と、蓄積した信号電荷を読み出す読み出し動作を行う。撮像素子５６の
蓄積動作のタイミングに合わせて、各半導体光源３５～３７が点灯し、ロングカット青色
光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの混合光からなる照明光ＬＷ１（ＬＢｌｃ＋ＬＧ＋
ＬＲ）が観察部位に照射され、その反射光が撮像素子５６に入射する。撮像素子５６は、
照明光ＬＷ１の反射光をマイクロカラーフィルタで色分離する。ロングカット青色光ＬＢ
ｌｃに対応する反射光をＢ画素が受光し、緑色光ＬＧに対応する反射光をＧ画素が、赤色
光ＬＲに対応する反射光をＲ画素がそれぞれ受光する。撮像素子５６は、読み出しタイミ
ングに合わせて、Ｂ、Ｇ、Ｒの各画素の画素値が混在した１フレーム分の画像信号Ｂ、Ｇ
、Ｒをフレームレートに従って順次出力する。
【００４８】
　図３において、プロセッサ装置１２は、コントローラ６５の他、ＤＳＰ（Digital Sign
al Processor）６６と、画像処理部６７と、フレームメモリ６８と、表示制御回路６９と
を備えている。コントローラ６５は、ＣＰＵ、制御プログラムや制御に必要な設定データ
を記憶するＲＯＭ、プログラムをロードして作業メモリとして機能するＲＡＭ等を有し、
ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより、プロセッサ装置１２の各部を制御する。
【００４９】
　ＤＳＰ６６は、撮像素子５６が出力する画像信号を取得する。ＤＳＰ６６は、Ｂ、Ｇ、
Ｒの各画素に対応する信号が混在した画像信号を、Ｂ、Ｇ、Ｒの画像信号に分離し、各色
の画像信号に対して画素補間処理を行う。この他、ＤＳＰ６６は、ガンマ補正や、Ｂ、Ｇ
、Ｒの各画像信号に対してホワイトバランス補正等の信号処理を施す。
【００５０】
　また、ＤＳＰ６６は、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて露出値を算出して、画像全体の光
量が不足している場合（露出アンダー）には照明光の光量を上げるように、一方、光量が
高すぎる場合（露出オーバー）には照明光の光量を下げるように制御する露出制御信号を
コントローラ６５に出力する。コントローラ６５は、光源装置１３の光源制御部４２に露
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出制御信号を送信する。
【００５１】
　フレームメモリ６８は、ＤＳＰ６６が出力する画像データや、画像処理部６７が処理し
た処理済みの画像データを記憶する。表示制御回路６９は、フレームメモリ６８から画像
処理済みの画像データを読み出して、コンポジット信号やコンポーネント信号等のビデオ
信号に変換してモニタ１４に出力する。
【００５２】
　画像処理部６７は、ＤＳＰ６６によってＢ、Ｇ、Ｒの各色に色分離された画像信号Ｂ、
Ｇ、Ｒに基づいて、観察画像を生成する。この観察画像がモニタ１４に出力される。画像
処理部６７は、フレームメモリ６８内の画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒが更新される毎に、観察画像
を更新する。画像信号Ｂには、照明光ＬＷ１を構成するロングカット青色光ＬＢｌｃに対
応する反射光の成分が含まれているため、表層血管が高コントラストで描出される。癌等
の病変においては、正常組織と比較して表層血管の密集度が高くなる傾向がある等、血管
のパターンに特徴があるため、腫瘍の良悪鑑別を目的とする観察においては、表層血管が
鮮明に描出されることが好ましい。
【００５３】
　より表層血管を強調するために、例えば、画像信号Ｂに基づいて画像内の表層血管の領
域を抽出して、抽出した表層血管の領域に対して輪郭強調処理等を施してもよい。そして
、輪郭強調処理が施された画像信号Ｂを、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒを元に生成したフルカラー
画像に合成する。
【００５４】
　図１３において、光路統合部４１は、各半導体光源３５～３７が発する各色光をコリメ
ートするコリメータレンズ７５、７６、７７と、ダイクロイックミラー７８、７９と、光
路統合部４１から出射する光をライトガイド５５の入射端５５ａに集光する集光レンズ８
０とで構成されている。各ダイクロイックミラー７８、７９は、透明なガラス板に所定の
透過特性を有するダイクロイックフィルタを形成した光学部材である。
【００５５】
　緑色半導体光源３６は、その光軸がライトガイド５５の光軸と一致する位置に配置され
ている。そして、緑色半導体光源３６と赤色半導体光源３７は、互いの光軸が直交するよ
うに配置されている。これら緑色半導体光源３６と赤色半導体光源３７の光軸が直交する
位置に、ダイクロイックミラー７８が設けられている。同様に、青色半導体光源３５も、
緑色半導体光源３６の光軸と直交するように配置され、これらの光軸が直交する位置に、
ダイクロイックミラー７９が設けられている。ダイクロイックミラー７８は緑色半導体光
源３６、赤色半導体光源３７の光軸、ダイクロイックミラー７９は青色半導体光源３５、
緑色半導体光源３６の光軸に対して、それぞれ４５°傾けた姿勢で配置されている。
【００５６】
　図１４に示すように、ダイクロイックミラー７８のダイクロイックフィルタは、約６１
０ｎｍ以上の赤色の波長帯域の光を反射し、それ未満の青色、緑色の波長帯域の光を透過
する特性を有している。ダイクロイックミラー７８は、コリメータレンズ７６を介して緑
色半導体光源３６から入射した緑色光ＬＧを下流側に透過させ、コリメータレンズ７７を
介して赤色半導体光源３７から入射した赤色光ＬＲを反射させる。これにより緑色光ＬＧ
と赤色光ＬＲの光路が統合される。
【００５７】
　図１５に示すように、ダイクロイックミラー７９のダイクロイックフィルタは、約４７
０ｎｍ未満の青色の波長帯域の光を反射し、それ以上の緑色、赤色の波長帯域の光を透過
する特性を有している。このため、ダイクロイックミラー７９は、ダイクロイックミラー
７８を透過した緑色光ＬＧ、およびダイクロイックミラー７８で反射した赤色光ＬＲを透
過させる。さらに、ダイクロイックミラー７９は、ＬＣＦ４８、およびコリメータレンズ
７５を介して入射したロングカット青色光ＬＢｌｃを反射させる。このダイクロイックミ
ラー７９により、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、および赤色光ＬＲの全ての
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光路が統合され、照明光ＬＷ１が生成される。
【００５８】
　以下、上記構成による作用について説明する。内視鏡診断を行う場合には、内視鏡１１
をプロセッサ装置１２と光源装置１３に接続し、プロセッサ装置１２と光源装置１３の電
源を入れて、内視鏡システム１０を起動する。
【００５９】
　内視鏡１１の挿入部１６を被検者の消化管内に挿入して、消化管内の観察を開始する。
光源制御部４２は、各ＬＥＤ４３～４５に与える駆動電流値を設定して、各半導体光源３
５～３７の点灯を開始する。そして、目標とする発光スペクトルを維持しつつ光量制御を
行う。
【００６０】
　各半導体光源３５～３７は、各ＬＥＤ４３～４５による青色光ＬＢ、緑色光ＬＧ、赤色
光ＬＲをそれぞれ発する。青色光ＬＢはＬＣＦ４８を透過してロングカット青色光ＬＢｌ
ｃとなる。ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲは光路統合部４１のコ
リメータレンズ７５～７７にそれぞれ入射する。
【００６１】
　青色光ＬＢは、ピーク波長が４５５ｎｍで、４４０ｎｍ～４７０ｎｍ付近の波長成分を
有する。図２４を用いて説明したように、青色光ＬＢのうちの４５０ｎｍ以上の波長帯域
の光成分は、表層血管と粘膜のコントラスト差を高めて表層血管を高コントラストで描出
するためには、カットしたほうがよい。しかし、４５０ｎｍ以上の光成分をカットすると
、ピーク波長である４５５ｎｍの光成分が透過しないので、光量が著しく低下してしまう
。そこで、本実施形態では、ＬＣＦ４８により、ピーク波長４５５ｎｍまでの光量を活か
すために、４５０ｎｍよりも長いピーク波長４５５ｎｍ以上の長波長成分をカットし、内
視鏡診断に応え得る光量を確保している。表層血管のコントラスト向上と光量確保をバラ
ンスよく両立させることができる。
【００６２】
　ロングカット青色光ＬＢｌｃはダイクロイックミラー７９で反射される。緑色光ＬＧは
ダイクロイックミラー７８、７９を透過する。赤色光ＬＲはダイクロイックミラー７８で
反射し、ダイクロイックミラー７９を透過する。ダイクロイックミラー７８、７９によっ
て、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの光路が統合される。これら
ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲは、集光レンズ８０に入射する。
これにより、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲで構成される照明光
ＬＷ１が生成される。集光レンズ８０は、照明光ＬＷ１を内視鏡１１のライトガイド５５
の入射端５５ａに集光し、照明光ＬＷ１を内視鏡１１に供給する。
【００６３】
　内視鏡１１において、照明光ＬＷ１はライトガイド５５を通じて照明窓２２に導光され
て、照明窓２２から観察部位に照射される。観察部位で反射した照明光ＬＷ１の反射光は
、観察窓２３から撮像素子５６に入射する。撮像素子５６は画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒをプロセ
ッサ装置１２のＤＳＰ６６に出力する。ＤＳＰ６６は画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒを色分離して、
画像処理部６７に入力する。撮像素子５６による撮像動作は所定のフレームレートで繰り
返される。画像処理部６７は、入力された画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて観察画像を生成
する。観察画像は表示制御回路６９を通じてモニタ１４に出力される。観察画像は撮像素
子５６のフレームレートに従って更新される。
【００６４】
　また、ＤＳＰ６６は、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて露出値を算出し、算出した露出値
に応じた露出制御信号を光源装置１３の光源制御部４２に送信する。光源制御部４２は、
受信した露出制御信号に基づいて、各色光の光量の割合が一定となるよう（目標とする発
光スペクトルが変化しないよう）各半導体光源３５～３７の駆動電流値を決定する。そし
て、決定した駆動電流値で各半導体光源３５～３７を駆動する。これにより、各半導体光
源３５～３７による、照明光ＬＷ１を構成するロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ
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、赤色光ＬＲの光量を、観察に適した割合に一定に保つことができる。
【００６５】
　照明光ＬＷ１を構成するロングカット青色光ＬＢｌｃには、観察画像上の表層血管のコ
ントラストを悪化させる成分がほとんど含まれていない。また、ロングカット青色光ＬＢ
ｌｃは、内視鏡診断に応え得る十分な光量を有している。このため、表層血管と粘膜との
違いが明確に弁別され、明るさも十分な観察画像を得ることができる。
【００６６】
　なお、ＬＣＦ４８の位置は、上記第１実施形態で例示した青色半導体光源３５とコリメ
ータレンズ７５の間に限らず、青色光ＬＢの光路上にあればよい。例えば、コリメータレ
ンズ７５とダイクロイックミラー７９の間にＬＣＦ４８を配置してもよい。また、ＬＣＦ
４８でカットする波長（所定波長）は、上記第１実施形態のピーク波長に限らず、ピーク
波長以上であればよい。ただし、所定波長が長波長側に寄り過ぎると、光量は十分に確保
可能であるが表層血管のコントラストがその分悪化するため、表層血管のコントラストと
光量の兼ね合いを考慮して所定波長を決定することが好ましい。例えば、所定波長を、青
色光ＬＢの半値幅を示す波長の長波長側の波長（上記第１実施形態の例では約４７０ｎｍ
）以下とする。
【００６７】
　所定波長が異なる複数のＬＣＦを用意し、複数のＬＣＦを、照明状態や術者の嗜好等に
応じて切り替えて使用可能に構成してもよい。
【００６８】
［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、ＬＣＦ４８が青色半導体光源３５の前面に固定され、ＬＣＦ４
８の長波長成分のカット機能が常に有効化されているが、本発明はこれに限定されない。
ＬＣＦ４８のカット機能の有効化、無効化を切り替えてもよい。
【００６９】
　図１６に示すように、光源装置８５は、モード切替部９０を備えている。モード切替部
９０は、ＬＣＦ４８のカット機能を有効化して、表層血管を強調して観察する表層血管強
調観察モードと、ＬＣＦ４８のカット機能を無効化して、観察部位の全体の性状を観察す
る通常観察モードとを切り替える。なお、光源装置８５は、モード切替部９０が設けられ
ている他は上記第１実施形態と同じ構成であるため、上記第１実施形態と同じ構成には同
一の符号を付し、説明を省略する。
【００７０】
　モード切替部９０は、ロングカットフィルタ移動機構（以下、ＬＣＦ移動機構と略す）
９１と、光源制御部９２とで構成される。光源制御部９２には、モード切替ボタン９３が
接続されている。モード切替ボタン９３は、モード切替のための指示信号を光源制御部９
２に発する操作部材であり、例えば、光源装置８５またはプロセッサ装置１２の筐体の前
面パネルや、内視鏡１１の操作部１７等に設けられている。光源制御部９２は、上記第１
実施形態の光源制御部４２と同じく、各ドライバ５０～５２を介して、各ＬＥＤ４３～４
５の点灯、消灯および光量の制御を行う他、モード切替ボタン９３からの指示信号に応じ
て、ＬＣＦ移動機構９１の駆動を制御する。
【００７１】
　ＬＣＦ移動機構９１は、例えば、モータと、モータの回転力を直線運動に変えるラック
アンドピニオンギヤ（ともに図示せず）とで構成され、青色半導体光源３５の前面に配置
する実線で示すセット位置と、青色半導体光源３５の前面から退避させる点線で示す退避
位置との間で、ＬＣＦ４８をスライド移動させる。
【００７２】
　ＬＣＦ４８がセット位置にある場合（ＬＣＦ４８のカット機能が有効化された場合）は
、上記第１実施形態と同じく、青色光ＬＢは、ピーク波長４５５ｎｍ以上の長波長成分が
カットされてロングカット青色光ＬＢｌｃとなり、観察部位には、ロングカット青色光Ｌ
Ｂｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲの混合光である照明光ＬＷ１が照射される。一方、ＬＣ
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Ｆ４８が退避位置にある場合（ＬＣＦ４８のカット機能が無効化された場合）は、青色光
ＬＢはそのまま光路統合部４１に入射する。観察部位には、青色光ＬＢ、緑色光ＬＧ、赤
色光ＬＲの混合光である、図１７に示すような発光スペクトルの照明光ＬＷ０が照射され
る。
【００７３】
　照明光ＬＷ０は、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲに、青色光ＬＢがそのまま重畳されたもので
、従来の観察部位の全体の性状を観察する際に照射される白色光に近い発光スペクトルを
有する。照明光ＬＷ０は、照明光ＬＷ１のように青色光ＬＢに表層血管のコントラストを
向上させるための加工を施していないので、照明光ＬＷ１と比べて、観察部位の全体の性
状の観察に適している。また、青色光ＬＢの光成分がカットされていないため照明光ＬＷ
１よりも光量が大きい。
【００７４】
　このように、モード切替部９０を設けて、ＬＣＦ４８のカット機能を有効化または無効
化する選択を術者が可能な構成とすれば、従来行われている白色光による観察部位の全体
の性状の観察（通常観察モード）と、表層血管の強調観察（表層血管強調観察モード）と
を両方行うことができる。観察の初期段階では、観察部位の全体の性状を観察するために
通常観察モードを選択し、病変部と疑わしき観察部位が発見された場合は、表層血管強調
観察モードを選択するといった使い分けができる。また、観察部位の全体の性状を観察す
る際には、観察部位から先端部１９を離して、比較的遠景で観察部位を撮像することが多
いので、照明光ＬＷ１よりも光量が増した照明光ＬＷ０を用いるほうが有利である。
【００７５】
　なお、通常観察モードと表層血管強調観察モードとでは照明光の発光スペクトルが異な
るので、ＤＳＰ６６で行うホワイトバランス補正等の信号処理を、例えば各モードで観察
画像の色味が同じになるようにする等、各モードに応じて変更することが好ましい。
【００７６】
　なお、光源制御部がＬＣＦ移動機構９１の駆動を制御する例を記載したが、光源制御部
とは別に、ＬＣＦ移動機構９１の駆動を制御する制御部を設けてもよい。
【００７７】
　ＬＣＦ４８の移動機構は上記に例示したモータとラックアンドピニオンギヤで構成した
ものに限らない。例えば、可視光透過ガラス製の円板（ターレット）の半面にＬＣＦ４８
を形成し、あとの半分は何も設けずに、青色光ＬＢがそのまま透過できるようにしておき
、モータで円板を回転移動させることで、ＬＣＦ４８のカット機能を有効化または無効化
してもよい。
【００７８】
　ＬＣＦ４８は、上記各実施形態のような透過特性が変化しないものに限らない。例えば
、圧電素子等のアクチュエータを駆動することにより、２枚の高反射光フィルタからなる
基板の面間隔を変更することで、透過光の波長帯域を制御するエタロンフィルタや、偏光
フィルタ間に複屈折フィルタとネマティック液晶セルを挟んで構成され、液晶セルへの印
加電圧を変更することで透過光の波長帯域を制御する液晶チューナブルフィルタ等、透過
特性が可変のフィルタを用いてもよい。エタロンフィルタや液晶チューナブルフィルタ等
の透過特性が可変のフィルタを用いれば、ＬＣＦ移動機構がいらないので、コスト、スペ
ースの点で有利である。なお、エタロンフィルタや液晶チューナブルフィルタ等の透過特
性が可変のフィルタを用いる場合、上記第２実施形態のモード切替部は、エタロンフィル
タや液晶チューナブルフィルタを駆動して透過光の波長帯域を変更するドライバと、ドラ
イバを介してエタロンフィルタや液晶チューナブルフィルタの駆動を制御する制御部とで
構成される。
【００７９】
［第３実施形態］
　上記各実施形態では、光源部を青色、緑色、赤色の３つの半導体光源３５～３７で構成
しているが、上記各実施形態で観察対象とした表層血管のうちの粘膜表層により近い表層
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血管（以下、上記各実施形態で観察対象とした表層血管と区別するため近表層血管という
）を強調して観察するための紫色の波長帯域の光を発する紫色半導体光源を追加してもよ
い。
【００８０】
　図１８において、本実施形態の光源装置１１０は、上記各実施形態の各半導体光源３５
～３７に加えて、紫色半導体光源１１５を有する光源部１１６と、各半導体光源３５～３
７、１１５の各色光の光路を統合する光路統合部１１７とを備えている。なお、光源装置
１１０は、光源部と光路統合部の一部の構成が異なる他は上記第１実施形態と同じ構成で
あるため、上記第１実施形態と同じ構成には同一の符号を付し、説明を省略する。
【００８１】
　紫色半導体光源１１５は、発光素子として、紫色の波長帯域の光を発する紫色ＬＥＤ（
図示せず）を有している。紫色半導体光源１１５の具体的な構造は、図４に示す青色半導
体光源３５と同じである。図１９に示すように、紫色半導体光源１１５は、例えば紫色の
波長帯域である３９５ｎｍ～４１５ｎｍ付近の波長成分を有し、中心波長４０５±１０ｎ
ｍ、ピーク波長４０５ｎｍの紫色光ＬＶを発光する。
【００８２】
　光路統合部１１７は、上記各実施形態の光路統合部４１に、紫色光ＬＶをコリメートす
るコリメータレンズ１１８と、ロングカット青色光ＬＢｌｃと、紫色光ＬＶの光路を統合
するダイクロイックミラー１１９を追加した構成である。光路統合部１１７は、ロングカ
ット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤色光ＬＲ、および紫色光ＬＶの光路を１つの光路に
統合する。光路統合部１１７で統合されたロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ、赤
色光ＬＲ、紫色光ＬＶの混合光の発光スペクトルを図２０に示す。この混合光は照明光Ｌ
Ｗ２として利用される。
【００８３】
　青色半導体光源３５と紫色半導体光源１１５は、互いの光軸が直交するように配置され
、これらの光軸が直交する位置に、ダイクロイックミラー１１９が設けられている。ダイ
クロイックミラー１１９は青色半導体光源３５、紫色半導体光源１１５の光軸に対して４
５°傾けた姿勢で配置されている。
【００８４】
　図２１に示すように、ダイクロイックミラー１１９のダイクロイックフィルタは、約４
３０ｎｍ未満の紫色の波長帯域の光を反射し、それ以上の青色、緑色、赤色の波長帯域の
光を透過する特性を有している。ダイクロイックミラー１１９は、コリメータレンズ７５
を介して入射したロングカット青色光ＬＢｌｃを下流側に透過させ、コリメータレンズ１
１８を介して紫色半導体光源３８から入射した紫色光ＬＶを反射させる。これによりロン
グカット青色光ＬＢｌｃと紫色光ＬＶの光路が統合される。ダイクロイックミラー１１９
で反射した紫色光ＬＶは、ダイクロイックミラー７９が図１５に示すように約４７０ｎｍ
未満の青色の波長帯域の光を反射する特性を有するので、ダイクロイックミラー７９で反
射して集光レンズ８０に向かう。これにより、ロングカット青色光ＬＢｌｃ、緑色光ＬＧ
、赤色光ＬＲ、および紫色光ＬＶの全ての光の光路が統合される。
【００８５】
　図２４において、表層血管の反射率は、４５０ｎｍを下回る波長帯域で大きく落ち込み
、４０５ｎｍ付近において最も落ち込んでいる。反射率が低い波長帯域の光を観察部位に
照射すると、血管においては吸収が大きいので、血管とそれ以外の部分とのコントラスト
に差がある観察画像が得られる。
【００８６】
　また、図２２に示すように、生体組織の光の散乱特性にも波長依存性があり、短波長に
なるほど散乱係数μＳは大きくなる。散乱は生体組織内への光の深達度に影響する。すな
わち、散乱が大きいほど、生体組織の粘膜表層付近で反射される光が多く、中深層に到達
する光が少ない。そのため、短波長であるほど深達度は低く、長波長になるほど深達度は
高い。
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【００８７】
　紫色半導体光源１１５が発する中心波長４０５±１０ｎｍの紫色光ＬＶは、比較的短波
長で深達度が低いので、上記各実施形態で観察対象とした表層血管のうちの粘膜表層によ
り近い近表層血管による吸収が大きい。このため紫色光ＬＶは近表層血管強調用の特殊光
として用いられる。紫色光ＬＶを用いることにより、ロングカット青色光ＬＢｌｃによっ
て強調される表層血管に加えて、近表層血管が高コントラストで描出された観察画像を得
ることができる。
【００８８】
　図２３において、近表層血管を強調観察する場合は、撮像素子５６の蓄積動作のタイミ
ングに合わせて、各半導体光源３５～３７に加えて紫色半導体光源１１５が点灯する。各
半導体光源３５～３７、１１５が点灯すると、照明光ＬＷ１とともに、紫色光ＬＶが追加
されて、これらの混合光（ＬＷ１＋ＬＶ）である図２０に示す照明光ＬＷ２が観察部位に
照射される。
【００８９】
　照明光ＬＷ１に紫色光ＬＶが追加された照明光ＬＷ２は、撮像素子５６のマイクロカラ
ーフィルタで分光される。Ｂ画素は、ロングカット青色光ＬＢｌｃに対応する反射光に加
えて、紫色光ＬＶに対応する反射光を受光する。Ｇ画素、Ｒ画素は、上記第１実施形態と
同じく、緑色光ＬＧに対応する反射光、赤色光ＬＲに対応する反射光をそれぞれ受光する
。撮像素子５６は、読み出しタイミングに合わせて、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒをフレームレー
トに従って順次出力する。
【００９０】
　この場合における画像信号Ｂには、照明光ＬＷ１を構成するロングカット青色光ＬＢｌ
ｃに対応する反射光の成分に加えて、紫色光ＬＶに対応する反射光の成分が含まれている
ため、表層血管だけでなく近表層血管が高コントラストで描出される。表層血管と同様に
、癌等の病変においては、正常組織と比較して近表層血管の密集度が高くなる傾向がある
等、近表層血管のパターンに特徴があるため、本実施形態の光源装置１１０によれば近表
層血管が鮮明に描出されるので好ましい。
【００９１】
　上記第１実施形態では、プロセッサ装置１２からの露出制御信号に基づいて、各ＬＥＤ
４３～４５に与える駆動電流値を変化させることで各色光の光量制御を行っているが、Ｌ
ＥＤの発熱の影響や経時劣化の影響により、半導体光源は駆動電流値に対する出力光量が
変動する場合がある。そこで、各色光の光量を測定する光量測定センサを設けて、光量測
定センサが出力する光量測定信号に基づいて、各色光の光量が目標値に達しているか否か
を監視してもよい。
【００９２】
　この場合、光源制御部は、光量測定信号と目標とする光量とを比較し、この比較結果に
基づいて、光量が目標値となるように、露出制御で設定した各半導体光源３５～３７に与
える駆動電流値を微調整する。このように各色光の光量を光量測定センサで常に監視し、
光量の測定結果に基づき与える駆動電流値を微調整することで、常に目標値に沿うように
光量を制御することができる。このため目標とする発光スペクトルの照明光をより安定し
て得ることができる。
【００９３】
　上記各実施形態では、ＬＥＤのみで構成された半導体光源を挙げているが、例えば、緑
色半導体光源を、紫色から青色の波長帯域の青色励起光を発する青色励起光ＬＥＤ、およ
び青色励起光で励起されて緑色の波長帯域の緑色光を発する緑色蛍光体で構成された蛍光
型半導体光源としてもよい。また、緑色半導体光源に代えて、あるいは加えて、赤色半導
体光源を、紫色から青色の波長帯域の青色励起光を発する青色励起光ＬＥＤ、および青色
励起光で励起されて赤色の波長帯域の赤色蛍光を発する赤色蛍光体で構成してもよい。赤
色半導体光源を蛍光型半導体光源で構成する場合は、励起光ＬＥＤは紫色から青色の波長
帯域の青色励起光を発する青色励起光発光素子に限らず、緑色の波長帯域の緑色励起光を
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発する緑色励起光発光素子であってもよい。この場合、上記第１実施形態の図４に示すモ
ールド３５ｂのキャビティに、樹脂３５ｃの代わりに蛍光体を封入して蛍光型半導体光源
を構成する。
【００９４】
　また、図４に示したＬＥＤの実装形態は１例であり、他の形態を採用してもよい。例え
ば、封止樹脂３５ｃの光出射面に発散角を調整するマイクロレンズを設けてもよいし、あ
るいは表面実装型でなく、マイクロレンズが形成された砲弾型のケースにＬＥＤを収容し
た形態でもよい。また、緑色半導体光源や赤色半導体光源として蛍光型半導体光源を使用
する場合は、蛍光型半導体光源は励起光ＬＥＤと蛍光体を一体的に設けたものに限らず、
これらを別に設けたものでもよい。この場合には、励起光ＬＥＤと蛍光体の間にレンズや
光ファイバ等の導光部材を追加して、導光部材を介して励起光ＬＥＤの励起光を蛍光体に
導光する。
【００９５】
　さらに、蛍光型半導体の発光素子として、ＬＥＤの代わりにレーザダイオード（ＬＤ）
を用いてもよい。ＬＥＤやＬＤの他に有機ＥＬ（Electro-Luminescence）素子を用いても
よい。蛍光型半導体光源に限らず、青色半導体光源３５を除く他の半導体光源の発光素子
に、ＬＤや有機ＥＬ素子を用いてもよい。
【００９６】
　上記各実施形態では、ＬＣＦ４８として、所定波長以上の青色光ＬＢの長波長成分を１
００％カットするものを例示したが、本発明はこれに限定されない。ＬＣＦ４８は、青色
光ＬＢのうち、ピーク波長以上の長波長成分の少なくとも一部をカットするものであれば
よく、青色光ＬＢの長波長成分の光量を多少でも減光できるものでもよい。例えば青色光
ＬＢの長波長成分を５０％カットする透過特性を有するものも本発明に含まれる。ただし
、表層血管のコントラスト向上の観点からすれば、１００％に近いほど効果が得られるた
め好ましい。
【００９７】
　上記各実施形態における光路統合部の構成は１例であり、種々の変更が可能である。例
えばダイクロイックフィルタを形成した光学部材としてダイクロイックミラーを用いてい
るが、代わりにプリズムにダイクロイックフィルタを形成したダイクロイックプリズムを
用いてもよい。また、ダイクロイックミラーやダイクロイックプリズムといった、ダイク
ロイックフィルタを形成した光学部材の代わりに、例えば、各半導体光源に対峙する複数
の入射端と、内視鏡のライトガイドの入射端に対峙する１つの出射端を有する分岐型ライ
トガイドを用いて光路を統合してもよい。分岐型ライトガイドは、光ファイバをバンドル
化したファイババンドルであり、一端において光ファイバを所定本数ずつ複数に分割して
、入射端を複数に分岐させたものである。この場合には、分岐した各入射端のそれぞれに
対応させて各半導体光源を配置する。
【００９８】
　ロングカット青色光ＬＢｌｃと緑色光ＬＧの混合光や、緑色光ＬＧと紫色光ＬＶの混合
光を観察部位に照射し、緑色光ＬＧベースで観察画像を取得してもよい。
【００９９】
　上記各実施形態では、撮像素子５６として、Ｂ、Ｇ、Ｒのマイクロカラーフィルタによ
って照明光を色分離するカラー撮像素子を有し、カラー撮像素子によってＢ、Ｇ、Ｒの画
像信号を同時に取得する同時式の内視鏡システムおよびそれに用いられる光源装置を例に
説明したが、モノクロ撮像素子を有し、青色、緑色、赤色の各色光を順次照射して、Ｂ、
Ｇ、Ｒの画像信号を面順次で取得する面順次式の内視鏡システムおよびそれに用いられる
光源装置に本発明を適用してもよい。
【０１００】
　なお、言うまでもないが、上記各実施形態は、単独で実施することも、複合して実施す
ることも可能である。
【０１０１】
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　上記各実施形態では、光源装置とプロセッサ装置が別体で構成される例で説明したが、
２つの装置を一体で構成してもよい。また、本発明は、照明光の観察部位の反射光をイメ
ージガイドで導光するファイバスコープや、撮像素子と超音波トランスデューサが先端部
に内蔵された超音波内視鏡を用いた内視鏡システムおよびそれに用いられる光源装置にも
適用することができる。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０　内視鏡システム
　１１　内視鏡
　１３、８５、１１０　光源装置
　３５　青色半導体光源
　３６　緑色半導体光源
　３７　赤色半導体光源
　４０、１１６　光源部
　４１、１１７　光路統合部
　４２、９２　光源制御部
　４３　青色ＬＥＤ
　４８　ロングカットフィルタ（ＬＣＦ）
　５５　ライトガイド
　５６　撮像素子
　９０　モード切替部
　９１　ロングカットフィルタ（ＬＣＦ）移動機構
　１１５　紫色半導体光源

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种用于内窥镜的光源装置以及使用该内窥镜系统的
内窥镜系统，该内窥镜的光源装置将表层血管的对比度保持在高水平并
且获得足够的光量，能够满足内窥镜诊断。 蓝色半导体光源35具有蓝色
LED 43，并且发射峰值波长为455nm的蓝光LB。 在蓝色半导体光源35
的前表面上设置有长截止滤光器（LCF）48。 LCF 48从由蓝色半导体光
源35发出的具有455nm的峰值波长的蓝光LB中切出具有455nm或更大的
峰值波长的长波长分量，以生成长切的蓝光LBlc。 长切蓝光LBlc在大于
或等于450nm的波长带中具有蓝光LB的大部分光分量，这妨碍浅表血管
的对比度的改善，并且包含蓝光LB的峰值波长455nm的光分量。 它具有
可用于内窥镜诊断的相对大量的光。 [选择图]图3
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